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6月14日、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が成立しました。
認知症についての関心と理解を深めるため、認知症の日及び認知症月間を設け、
認知症の日を9月21日、認知症月間を同月1日から同月30日までとすることが
定められました。大和郡山市でも月間をとおして、認知症になっても安心して

暮らせるまちを目指し、市内各地で様々な取組みを実施します。

令和5年9月
認知症月間まとめ

大和郡山市



今年も観月会とタイアップで、
天守台のオレンジライトアップ
をしました。
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前日に、天守台をオレンジ色に
点灯させるための準備をしました

地域の認知症サポーターの
チーム(ボランティア)である
「チームオレンジさくら」

の方々に協力して
いただきました！
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当日オレンジテントブースが完成するまで…

当日もチームオレンジさくら
や看護学校の学生など
ボランティアの方々と
準備をしました！

◀打ち合わせの様子
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観月会の様子

雅楽演奏、
古事記の朗誦、
屋台など…
賑わっていました！
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もの忘れ相談プログラム体験

認知症簡易スクリーニングシートをタッチパネルに搭載し、
実際に物忘れがどのくらいあるかを数値化できるプログラムです。

認知症サポーター
マスコットの「ロバ隊長」

のプレゼントも！
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名の方に体験
いただきました



認知症かるた

市長や卑弥呼の方々も来てくださりました！！

認知症の症状や理解について
書かれたかるたです。

認知症サポーターさんたちが
作成しました。
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部もの資料配布ができました

このような取り組み
できっと多くの人が
認知症のことを
知れると思います。
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ご協力ありがとうございました

チームオレンジ さくらの皆さん
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９月の認知症月間中は、老人センターや
矢田相談窓口、公民館等８か所で啓発活動をしました
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